
旧前田侯爵邸洋館とサクラ（駒場公園内）

　旧加賀百万石前田家の第 16 代当主前田利
としなり

為の本邸と
して昭和４年に欧州建築の粋をあつめて建築され、当時
東洋一の邸宅と称された。チューダー様式は、イギリス
後期ゴシック様式を簡略化したもので、玄関ポーチの扁
平アーチにその特徴をみせている。戦後一時、この建物
はアメリカ極東軍司令官の官邸として接収され、一部改修されたが、昭和 39年に東京都の所有となり、
昭和 42年に東京都近代文学博物館となった。現在の公園は、昭和 42年に東京都が公園として開園した
もので、昭和 50年 4月から目黒区に移管された。開館は水～日曜日、午前９時～午後４時半までで、
入館は無料です。

目黒法人会は、目黒税務署管内の企業及び目黒法人会の事業に賛助する方々が会員となり、

“税”を中心に地域企業の健全な発展、地域社会への貢献を目的として活動しています。

目黒の歳時記 ………… 1
税制改正大網 ………… 2
税務署だより ………… 4
都税事務所だより …… 5

区役所だより ……………… 6
支部だより ………………… 7
大災害に負けない！ ……… 8
新入会員紹介 ……………… 9

留学生のお国紹介 ………… 10
相続税・贈与税の改正内容 ………… 11
目黒法人会イベント情報 …………… 12
これからの予定／編集子／編集後記 …… 14

広報

SHII-NO-KI
平
成
25
年
度 

税
制
改
正
大
綱

4
2013 春号
No.156

http://www.tohoren.or.jp/meguro/
E-mail:mg_info@tohoren.or.jp



 number156  2013 | SHII-NO-KI

  2
目黒区内中学生の作品    　　 皆の税　国を育てる　種となる 　　 目黒区内中学生の作品    　　 震災の　復興を支える　みんなの税 　　

　
政
府
は
本
年
１
月
29
日
、平
成
25
年
度
税
制
改
正
大
綱
を
閣
議
決
定
し
ま
し
た
。

　
大
綱
に
は
、法
人
会
が
か
ね
て
強
く
求
め
て
い
た
中
小
企
業
の
交
際
費
枠
の
拡
大
、

相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
拡
充
、事
業
承
継
税
制
の
適
用
要
件
の
緩
和
な
ど
が
盛
り

込
ま
れ
る
と
と
も
に
、設
備
投
資
や
研
究
開
発
を
促
進
し
、雇
用
や
所
得
の
増
加
に
つ

な
げ
る
た
め
の
企
業
向
け
の
減
税
策
が
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
主
な
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

☆
記
事
内
容
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
は…

Ｔ
Ｓ
Ｋ
税
理
士
法
人

税
理
士
　
飯
田 

聡一郎

TEL 

０
３‒

５
３
６
３‒

５
９
５
８

FAX 

０
３‒

５
３
６
３‒

５
４
４
９

HP http://w
w
w
.iida-offi

ce.jp/

■
交
際
費
枠
の
拡
大

中
小
企
業
が
支
出
す
る
交
際
費

に
つ
い
て
、限
度
額
を
８
０
０
万

円（
現
行
６
０
０
万
円
）ま
で
引

き
上
げ
、損
金
不
算
入
措
置（
現

行
１０
％
）を
撤
廃
、よ
っ
て
８
０
０

万
円
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
は
、

全
額
損
金
算
入
が
可
能
と
な
り

な
り
ま
す
。

■
生
産
設
備
投
資
促
進
税
制
の
創
設

設
備
投
資
金
額
が
減
価
償
却
費

を
超
え
、か
つ
、設
備
投
資
額
が

前
年
に
比
べ
て
10
％
超
増
加
の

場
合
は
、３０
％
の
特
別
償
却
又
は

３
％
の
税
額
控
除
が
認
め
ら
れ

ま
す
。

■
経
営
改
善
に
向
け
た
設
備
投
資

　
促
進
税
制

青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
中
小

企
業
者
が
、商
工
会
議
所
、経
営

革
新
等
支
援
機
関
に
よ
る
指
導

を
受
け
、設
備
投
資
を
行
っ
た
場

合
は
、30
％
の
特
別
償
却
又
は

7
％
の
税
額
控
除
が
認
め
ら
れ

ま
す
。

■
所
得
拡
大
促
進
税
制
の
創
設

左
記
の
要
件
を
満
た
す
給
与
の

増
加
額
に
つ
い
て
10
％（
中
小
企

業
は
20
％
）の
税
額
控
除
が
認
め

ら
れ
ま
す
。

 

・ 

給
与
が
基
準
年
度
に
比
べ
５
％

　
以
上
増
加

 

・ 

給
与
が
前
年
対
比
で
減
少
し
な

　
い
こ
と

 

・ 

平
均
給
与
が
前
年
対
比
で
下
回

　
ら
な
い
こ
と

■
雇
用
促
進
税
制
の
拡
充

雇
用
促
進
税
制
の
税
額
控
除
額

が
１
人
当
た
り
20
万
円
か
ら
40

万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。ま

た
、高
年
齢
継
続
被
保
険
者
に

な
っ
た
者
も
雇
用
者
と
し
て
算

定
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

※

各
項
目
と
も
平
成
25
年
４
月
１

日
開
始
事
業
年
度
か
ら

■
所
得
税
の
最
高
税
率
の
見
直
し

所
得
税
の
税
率
に
つ
い
て
、課
税

所
得
４
，０
０
０
万
円
超
に
つ
い

て
４５
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す

（
現
行
１
，８
０
０
万
円
超
４０
％
）。

※

平
成
27
年
分
か
ら

■
日
本
版
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
導
入

年
間
１
０
０
万
円
ま
で
の
上
場

株
式
等
へ
の
投
資
に
つ
い
て
、Ｉ

Ｓ
Ａ
口
座
内
で
保
有
し
て
い
れ

ば
、最
大
で
５
年
間
は
配
当
・
譲

渡
益
が
非
課
税
と
な
り
ま
す
。

※

平
成
26
年
分
か
ら

◎
日
本
版
Ｉ
Ｓ
Ａ
と
は･･･

非
課
税

口
座
内
の
少
額
上
場
株
式
や
投

資
信
託
等
に
係
る
配
当
所
得
及

び
譲
渡
所
得
等
の
非
課
税
措
置
。

イ
ギ
リ
ス
のIn

d
iv
id
u
a
l 

Savings 
A
ccount

（
個
人
貯

蓄
口
座
）を
参
考
に
し
た
制
度
。

■
金
融
所
得
課
税
の
一
体
化
の
拡
充

公
社
債
等
に
対
す
る
課
税
方
式

を
、上
場
株
式
等
と
一
致
さ
せ
て

申
告
分
離
課
税
方
式
に
変
更
し
、

損
益
通
算
を
可
能
に
し
ま
す
。

※

平
成
28
年
分
か
ら

■
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
等
の
延
長

住
宅
ロ
ー
ン
減
税
は
、平
成
２５
年

末
で
期
限
切
れ
と
な
る
予
定
で

し
た
が
、平
成
29
年
末
ま
で
４
年

間
延
長
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

消
費
税
の
増
税
の
タ
イ
ミ
ン
グ

で
の
駆
け
込
み
需
要
及
び
そ
の

反
動
を
抑
制
す
る
趣
旨
で
、８
％

若
し
く
は
10
％
の
消
費
税
率
で
、

住
宅
を
取
得
し
た
場
合
は
、控
除

限
度
額
が
最
大
で
２
０
０
万
円

増
額
さ
れ
ま
す
。購
入
金
額
に

よ
っ
て
は
、消
費
税
増
税
後
に
住

宅
を
取
得
し
た
方
が
有
利
に
な

り
ま
す
。

■
相
続
税
の
基
礎
控
除
の
引
下
げ

相
続
税
の
基
礎
控
除
が
、３
，０

０
０
万
円
＋
６
０
０
万
円×

法
定

相
続
人
数
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま

す（
現
行
５
，０
０
０
万
円
＋
１
，

０
０
０
万
円×

法
定
相
続
人
数
）。

※

平
成
27
年
の
相
続
か
ら

■
相
続
税
及
び
贈
与
税
の
税
率
の

　
変
更

相
続
税
の
最
高
税
率
が
５５
％
に

引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。ま
た
、そ

れ
に
伴
い
贈
与
税
の
最
高
税
率

も
55
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す

（
現
行
と
も
に
５０
％
）。さ
ら
に
、

税
率
構
造
に
つ
い
て
も
変
更
さ
れ

ま
す
。な
お
、２０
歳
以
上
の
者
が
、

直
系
尊
属
か
ら
贈
与
を
受
け
る

場
合
は
税
率
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

※

平
成
27
年
の
相
続
又
は
贈
与
か
ら

■
小
規
模
宅
地
の
特
例
の
拡
充

特
定
居
住
用
宅
地
等
の
適
用
対

象
面
積
が
２
４
０
㎡
か
ら
３
３
０

㎡
に
拡
充
さ
れ
ま
す
。さ
ら
に
、

従
来
は
選
択
適
用
だ
っ
た
特
定

事
業
用
宅
地
等
と
特
定
居
住
用

宅
地
等
に
つ
い
て
併
用
適
用
可

能
と
な
り
ま
す
。

※

平
成
27
年
の
相
続
か
ら

■
相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
拡
充

受
贈
者
の
範
囲
に
２０
歳
以
上
の

孫（
現
行
推
定
相
続
人
の
み
）が

加
わ
り
、贈
与
者
の
年
齢
要
件
が

６０
歳
以
上（
現
行
６５
歳
以
上
）に

引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

※

平
成
27
年
の
贈
与
か
ら

■
事
業
承
継
税
制
の
適
用
要
件
の

　
緩
和
等

親
族
外
へ
の
承
継
も
Ｏ
Ｋ
、雇
用

８
割
条
件
を
５
年
平
均
で
評
価
、

事
前
確
認
制
度
が
不
要
と
な
り

ま
す
。ま
た
、納
税
猶
予
が
打
ち

切
ら
れ
た
場
合
の
リ
ス
ク
が
軽

減
し
、先
代
の
経
営
者
が
役
員
を

退
任
す
る
必
要
も
な
く
な
り
、使

い
勝
手
が
良
く
な
り
ま
す
。

※

平
成
２７
年
の
相
続
又
は
贈
与
か
ら

■
子
や
孫
へ
の
教
育
資
金
の
一
括
贈

　
与
制
度

３０
才
未
満
の
子
や
孫
へ
、教
育
資

金
と
し
て
金
融
機
関
へ
信
託
し

た
場
合
、１
人
に
つ
き
１
，５
０
０

万
円
ま
で
の
贈
与
税
が
非
課
税

と
な
り
ま
す
。

※

平
成
２５
年
４
月
１
日
の
贈
与
か
ら

■
印
紙
税

平
成
26
年
４
月
以
後
は
、領
収
書
な

ど
に
記
載
さ
れ
た
受
取
金
額
が

５
万
円
未
満
の
場
合
は
、印
紙
が

不
要
に
な
り
ま
す
。

■
延
滞
税
等

延
滞
税
が
金
利
の
動
向
に
よ
り

変
動
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

貸
出
約
定
平
均
金
利
が
１
％
な

ら
、
通
常
の
延
滞
税
が
年
利
率

１４
・
３
％
か
ら
９
・
３
％
に
、
２
ヶ

月
以
内
の
納
付
の
場
合
で
4
・

3
％
か
ら
３
％
に
な
り
ま
す
。

※

平
成
２６
年
以
後
の
期
間
に
対
応

す
る
部
分
か
ら

法
人
税
関
係

所
得
税
関
係

相
続
税
及
び
贈
与
税
関
係

そ
の
他

（
社
）東
京
法
人
会
連
合
会

税
制
改
正
大
綱

中
小
企
業
の
交
際
費
枠
の
拡
大

　
　
　
事
業
承
継
税
制
の
適
用
要
件
緩
和
な
ど

　
　
　
　
　
　
法
人
会
の
改
正
要
望
盛
り
込
ま
れ
る
！

平
成
25
年
度
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政
府
は
本
年
１
月
29
日
、平
成
25
年
度
税
制
改
正
大
綱
を
閣
議
決
定
し
ま
し
た
。

　
大
綱
に
は
、法
人
会
が
か
ね
て
強
く
求
め
て
い
た
中
小
企
業
の
交
際
費
枠
の
拡
大
、

相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
拡
充
、事
業
承
継
税
制
の
適
用
要
件
の
緩
和
な
ど
が
盛
り

込
ま
れ
る
と
と
も
に
、設
備
投
資
や
研
究
開
発
を
促
進
し
、雇
用
や
所
得
の
増
加
に
つ

な
げ
る
た
め
の
企
業
向
け
の
減
税
策
が
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
主
な
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

☆
記
事
内
容
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
は…

Ｔ
Ｓ
Ｋ
税
理
士
法
人

税
理
士
　
飯
田 

聡一郎

TEL 

０
３‒

５
３
６
３‒

５
９
５
８

FAX 

０
３‒

５
３
６
３‒

５
４
４
９

HP http://w
w
w
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ce.jp/

■
交
際
費
枠
の
拡
大

中
小
企
業
が
支
出
す
る
交
際
費

に
つ
い
て
、限
度
額
を
８
０
０
万

円（
現
行
６
０
０
万
円
）ま
で
引

き
上
げ
、損
金
不
算
入
措
置（
現

行
１０
％
）を
撤
廃
、よ
っ
て
８
０
０

万
円
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
は
、

全
額
損
金
算
入
が
可
能
と
な
り

な
り
ま
す
。

■
生
産
設
備
投
資
促
進
税
制
の
創
設

設
備
投
資
金
額
が
減
価
償
却
費

を
超
え
、か
つ
、設
備
投
資
額
が

前
年
に
比
べ
て
10
％
超
増
加
の

場
合
は
、３０
％
の
特
別
償
却
又
は

３
％
の
税
額
控
除
が
認
め
ら
れ

ま
す
。

■
経
営
改
善
に
向
け
た
設
備
投
資

　
促
進
税
制

青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
中
小

企
業
者
が
、商
工
会
議
所
、経
営

革
新
等
支
援
機
関
に
よ
る
指
導

を
受
け
、設
備
投
資
を
行
っ
た
場

合
は
、30
％
の
特
別
償
却
又
は

7
％
の
税
額
控
除
が
認
め
ら
れ

ま
す
。

■
所
得
拡
大
促
進
税
制
の
創
設

左
記
の
要
件
を
満
た
す
給
与
の

増
加
額
に
つ
い
て
10
％（
中
小
企

業
は
20
％
）の
税
額
控
除
が
認
め

ら
れ
ま
す
。

 

・ 

給
与
が
基
準
年
度
に
比
べ
５
％

　
以
上
増
加

 

・ 

給
与
が
前
年
対
比
で
減
少
し
な

　
い
こ
と

 

・ 

平
均
給
与
が
前
年
対
比
で
下
回

　
ら
な
い
こ
と

■
雇
用
促
進
税
制
の
拡
充

雇
用
促
進
税
制
の
税
額
控
除
額

が
１
人
当
た
り
20
万
円
か
ら
40

万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。ま

た
、高
年
齢
継
続
被
保
険
者
に

な
っ
た
者
も
雇
用
者
と
し
て
算

定
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

※

各
項
目
と
も
平
成
25
年
４
月
１

日
開
始
事
業
年
度
か
ら

■
所
得
税
の
最
高
税
率
の
見
直
し

所
得
税
の
税
率
に
つ
い
て
、課
税

所
得
４
，０
０
０
万
円
超
に
つ
い

て
４５
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す

（
現
行
１
，８
０
０
万
円
超
４０
％
）。

※

平
成
27
年
分
か
ら

■
日
本
版
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
導
入

年
間
１
０
０
万
円
ま
で
の
上
場

株
式
等
へ
の
投
資
に
つ
い
て
、Ｉ

Ｓ
Ａ
口
座
内
で
保
有
し
て
い
れ

ば
、最
大
で
５
年
間
は
配
当
・
譲

渡
益
が
非
課
税
と
な
り
ま
す
。

※

平
成
26
年
分
か
ら

◎
日
本
版
Ｉ
Ｓ
Ａ
と
は･･･

非
課
税

口
座
内
の
少
額
上
場
株
式
や
投

資
信
託
等
に
係
る
配
当
所
得
及

び
譲
渡
所
得
等
の
非
課
税
措
置
。

イ
ギ
リ
ス
のIn

d
iv
id
u
a
l 

Savings 
A
ccount

（
個
人
貯

蓄
口
座
）を
参
考
に
し
た
制
度
。

■
金
融
所
得
課
税
の
一
体
化
の
拡
充

公
社
債
等
に
対
す
る
課
税
方
式

を
、上
場
株
式
等
と
一
致
さ
せ
て

申
告
分
離
課
税
方
式
に
変
更
し
、

損
益
通
算
を
可
能
に
し
ま
す
。

※

平
成
28
年
分
か
ら

■
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
等
の
延
長

住
宅
ロ
ー
ン
減
税
は
、平
成
２５
年

末
で
期
限
切
れ
と
な
る
予
定
で

し
た
が
、平
成
29
年
末
ま
で
４
年

間
延
長
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

消
費
税
の
増
税
の
タ
イ
ミ
ン
グ

で
の
駆
け
込
み
需
要
及
び
そ
の

反
動
を
抑
制
す
る
趣
旨
で
、８
％

若
し
く
は
10
％
の
消
費
税
率
で
、

住
宅
を
取
得
し
た
場
合
は
、控
除

限
度
額
が
最
大
で
２
０
０
万
円

増
額
さ
れ
ま
す
。購
入
金
額
に

よ
っ
て
は
、消
費
税
増
税
後
に
住

宅
を
取
得
し
た
方
が
有
利
に
な

り
ま
す
。

■
相
続
税
の
基
礎
控
除
の
引
下
げ

相
続
税
の
基
礎
控
除
が
、３
，０

０
０
万
円
＋
６
０
０
万
円×
法
定

相
続
人
数
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま

す（
現
行
５
，０
０
０
万
円
＋
１
，

０
０
０
万
円×

法
定
相
続
人
数
）。

※

平
成
27
年
の
相
続
か
ら

■
相
続
税
及
び
贈
与
税
の
税
率
の

　
変
更

相
続
税
の
最
高
税
率
が
５５
％
に

引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。ま
た
、そ

れ
に
伴
い
贈
与
税
の
最
高
税
率

も
55
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す

（
現
行
と
も
に
５０
％
）。さ
ら
に
、

税
率
構
造
に
つ
い
て
も
変
更
さ
れ

ま
す
。な
お
、２０
歳
以
上
の
者
が
、

直
系
尊
属
か
ら
贈
与
を
受
け
る

場
合
は
税
率
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

※

平
成
27
年
の
相
続
又
は
贈
与
か
ら

■
小
規
模
宅
地
の
特
例
の
拡
充

特
定
居
住
用
宅
地
等
の
適
用
対

象
面
積
が
２
４
０
㎡
か
ら
３
３
０

㎡
に
拡
充
さ
れ
ま
す
。さ
ら
に
、

従
来
は
選
択
適
用
だ
っ
た
特
定

事
業
用
宅
地
等
と
特
定
居
住
用

宅
地
等
に
つ
い
て
併
用
適
用
可

能
と
な
り
ま
す
。

※

平
成
27
年
の
相
続
か
ら

■
相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
拡
充

受
贈
者
の
範
囲
に
２０
歳
以
上
の

孫（
現
行
推
定
相
続
人
の
み
）が

加
わ
り
、贈
与
者
の
年
齢
要
件
が

６０
歳
以
上（
現
行
６５
歳
以
上
）に

引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

※

平
成
27
年
の
贈
与
か
ら

■
事
業
承
継
税
制
の
適
用
要
件
の

　
緩
和
等

親
族
外
へ
の
承
継
も
Ｏ
Ｋ
、雇
用

８
割
条
件
を
５
年
平
均
で
評
価
、

事
前
確
認
制
度
が
不
要
と
な
り

ま
す
。ま
た
、納
税
猶
予
が
打
ち

切
ら
れ
た
場
合
の
リ
ス
ク
が
軽

減
し
、先
代
の
経
営
者
が
役
員
を

退
任
す
る
必
要
も
な
く
な
り
、使

い
勝
手
が
良
く
な
り
ま
す
。

※

平
成
２７
年
の
相
続
又
は
贈
与
か
ら

■
子
や
孫
へ
の
教
育
資
金
の
一
括
贈

　
与
制
度

３０
才
未
満
の
子
や
孫
へ
、教
育
資

金
と
し
て
金
融
機
関
へ
信
託
し

た
場
合
、１
人
に
つ
き
１
，５
０
０

万
円
ま
で
の
贈
与
税
が
非
課
税

と
な
り
ま
す
。

※

平
成
２５
年
４
月
１
日
の
贈
与
か
ら

■
印
紙
税

平
成
26
年
４
月
以
後
は
、領
収
書
な

ど
に
記
載
さ
れ
た
受
取
金
額
が

５
万
円
未
満
の
場
合
は
、印
紙
が

不
要
に
な
り
ま
す
。

■
延
滞
税
等

延
滞
税
が
金
利
の
動
向
に
よ
り

変
動
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

貸
出
約
定
平
均
金
利
が
１
％
な

ら
、
通
常
の
延
滞
税
が
年
利
率

１４
・
３
％
か
ら
９
・
３
％
に
、
２
ヶ

月
以
内
の
納
付
の
場
合
で
4
・

3
％
か
ら
３
％
に
な
り
ま
す
。

※

平
成
２６
年
以
後
の
期
間
に
対
応

す
る
部
分
か
ら

法
人
税
関
係

所
得
税
関
係

相
続
税
及
び
贈
与
税
関
係

そ
の
他

（
社
）東
京
法
人
会
連
合
会

税
制
改
正
大
綱

中
小
企
業
の
交
際
費
枠
の
拡
大

　
　
　
事
業
承
継
税
制
の
適
用
要
件
緩
和
な
ど

　
　
　
　
　
　
法
人
会
の
改
正
要
望
盛
り
込
ま
れ
る
！

平
成
25
年
度
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復興特別法人税の創設に伴い、原則として、平成 24 年４月１日から３年以内に開

始する事業年度について、課税標準法人税額がある場合には、復興特別法人税申告

書を提出する必要があります。

◎平成 23 年 12 月２日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源

の確保に関する特別措置法」において復興特別法人税制度が創設されました。

　これに伴い、法人は原則として、平成 24 年４月１日から平成 27 年３月 31 日までの期間内に最初に開

始する事業年度開始の日から同日以後３年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度（課税事業年

度）について、各課税事業年度終了の日の翌日から２月以内に、税務署長に対し、復興特別法人税申告書
を提出しなければなりません。

（課税事業年度のイメージ図）

※ 平成 24 年 4 月１日から平成 27 年 3 月 31 日までの間に設立した法人や、同期間に事業年度を変更

した法人等につきましては、特例があります。

　各課税事業年度の課税標準法人税額は、一定の場合を除き、各課税事業年度の基準法人税額とされてお

り、法人税申告書別表一（一）を使用する法人の場合、基準法人税額は、次の算式により計算した金額と

なります。

（算 式）

基準法人税額 ＝ 別表一（一）「２」欄 - 別表一（一）「３」欄 + 別表一（一）「５」欄

　なお、上記の課税事業年度であっても、課税標準である課税標準法人税額がない場合には、復興特別法

人税申告書を提出する必要はありません。

　また、復興特別所得税の額は、復興特別法人税の額から控除することとされていますが、控除しきれな
い復興特別所得税の額がある場合には、復興特別法人税申告書を提出することにより、還付を受けること
ができます。

◎復興特別法人税のあらましにつきましては、国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）に掲載しておりま

す。

（掲載場所）

「国税庁ホームページ」→「税について調べる」→「パンフレット ･手引き」→「法人税関係」→
「復興特別法人税のあらまし」

３月末決算法人

９月末決算法人

24.4.1

24.4.1

24.10.1 25.9.30 26.9.30

課税事業年度

課税事業年度

27.9.30

25.3.31 26.3.31 27.3.31

税務署だより

目黒区内中学生の作品    　　 税金を　無駄なくつかって　豊かな国 　　
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目黒区内中学生の作品    　　 税金を　きちんと払って　皆笑顔 　　

東京都主税局ホームページ　http://www.tax.metro.tokyo.jp/

都税事務所だより

法人事業税の減免申請期限にご注意ください！
 中小企業者向け省エネ促進税制

　都内の中小規模事業所等において特定の省エネルギー設備等を取得した場合に、法人事業税を減免します。減免
の申請期限は、事業税の納期限（申告書の提出期限の延長承認を受けている場合は、その延長された日）までです。
減免を受けるためには、申請期限までに、減免申請書及び必要書類を、所管する都税事務所・都税支所・支庁に提
出してください。なお、申請期限を過ぎますと、減免を受けることができませんのでご注意ください。

対 象 者 「地球温暖化対策報告書」等を提出した中小企業者＊　　　　＊資本金１億円以下の法人等
※「地球温暖化対策報告書」については、環境局ホームページをご覧ください。

対象設備

次の要件を満たすもの
①温室効果ガス総量削減義務対象外の事業所において取得されたもの
②「省エネルギー設備＊及び再生可能エネルギー設備＊＊」（減価償却資産）で、環境局が導入推奨

機器として指定したもの
＊空調設備、照明設備、小型ボイラー設備　　＊＊太陽光発電システム、太陽熱利用システム
※導入推奨機器については、基準変更により取り消されることがありますので、環境局ホームページ

で最新情報をご確認ください。

減 免 額
設備の取得価額（上限 2,000 万円）の２分の１を、取得事業年度の事業税額から減免　
（ただし、当期事業税額の２分の１を限度）
※減免しきれなかった額がある場合（取得事業年度の事業税額が０である場合を含む。）は、翌事業

年度等の事業税額から減免可

対象事業年度 平成 22 年３ 月 31 日から平成 27 年３ 月 30 日までの間に終了する各事業年度に設備を取得し、事
業の用に供した場合に適用

減免手続
事業税の納期限（申告書の提出期限の延長承認を受けている場合は、その延長された日）までに、減
免申請書及び必要書類を提出してください。

例 　平成 25 年 3 月 31 日決算で、5 月 31 日が申告納付期限の法人の減免申請期限は、5 月 31 日です。

【お問い合わせ先】
● 中小企業者向け省エネ促進税制に関すること
・渋谷都税事務所法人事業税係　 　TEL 03-3463-4311
・東京都主税局課税部法人課税指導課法人事業税係　 　TEL 03-5388-2963
　　　＊主税局ホームページに、
　　　　各種様式や制度のＱ＆Ａを掲載しています。
● 地球温暖化対策報告書・導入推奨機器に関すること
「地球温暖化対策報告書制度ヘルプデスク」「導入推奨機器申請窓口」 　TEL 03-5388-3408　

主税局　環境減税 検索 クリック

東京都「公売情報」お知らせメール
公売財産には、土地や建物といった
不動産のほか、自動車、時計、バッ
グ、アクセサリーなど様々な種類の
財産があり、インターネットオーク
ションを活用した公売も実施してい
ます。都主税局が、都税の滞納によ
り差し押さえた財産の公売情報等を
タイムリーにお届けします。公売
は、原則どなたでも参加できますの
で、是非メールマガジンにご登録く
ださい！

メールマガジンのご案内
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目黒区内中学生の作品    　　 税金を　納めて見守る　使い道 　　

目黒区役所ホームページ　http://www.city.meguro.tokyo.jp/

区
役
所
だ
よ
り

平
成
25
年
度

　
　

も
の
づ
く
り
事
業
補
助
金
制
度

問･･･

産
業
経
済
・
消
費
生
活
課
℡
（
３
７
１
１
）
１
１
３
４

　

目
黒
区
で
は
、
区
内
中
小
企
業
で
も
の

づ
く
り
事
業
を
営
む
事
業
者
に
対
し
、
各

種
補
助
金
制
度
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

◆
新
製
品
・
新
技
術
開
発
支
援
事
業

　

区
内
中
小
企
業
の
創
造
的
な
事
業
活
動

を
促
進
し
、
新
た
な
事
業
分
野
の
開
拓
を

図
る
た
め
新
製
品
・
新
技
術
に
関
す
る
研

究
開
発
に
対
し
て
、
費
用
の
一
部
を
助
成

し
ま
す
。
審
査
に
よ
り
交
付
決
定
し
ま
す
。

○
助
成
対
象

①
中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進

に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
、
経
営
革
新

計
画
に
つ
い
て
都
知
事
の
承
認
を
受
け

た
事
業
。

②
大
学
等
の
研
究
機
関
と
の
共
同
研
究
開

発
事
業

○
助
成
内
容

・
補
助
率　

２
／
３

　
　
　
　

（
限
度
額
２
０
０
万
円
）

・
募
集
期
間　

４
月
～
６
月
ま
で

（
予
算
の
範
囲
内
で
の
助
成
と
な
り
ま
す
）

◆
国
際
規
格
（
Ｉ
Ｓ
Ｏ
）取
得
支
援
事
業

　

製
造
業
、
建
設
業
、
情
報
通
信
業
及
び

も
の
づ
く
り
に
か
か
わ
る
ソ
フ
ト
産
業
を

主
た
る
事
業
と
し
て
営
む
区
内
中
小
企
業

が
、
国
際
標
準
規
格
Ｉ
Ｓ
Ｏ
９
０
０
０
並

び
に
Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
０
シ
リ
ー
ズ
の
取

得
（
更
新
は
不
可
）
に
対
し
て
、
費
用
の

一
部
を
助
成
し
ま
す
。
認
証
機
関
に
よ
る

予
備
審
査
を
終
了
し
て
い
る
か
、
年
度
内

に
認
証
取
得
見
込
み
の
企
業
が
対
象
と
な

り
ま
す
。
審
査
に
よ
り
交
付
決
定
し
ま
す
。

○
助
成
対
象

　

Ｉ
Ｓ
Ｏ
９
０
０
０
及
び
Ｉ
Ｓ
Ｏ

１
４
０
０
０
シ
リ
ー
ズ
を
取
得
す
る
場
合

の①
審
査
登
録
機
関
に
支
払
う
審
査
費
用

②
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
支
払
う
費
用

③
内
部
監
査
員
養
成
の
た
め
の
研
修
費
用

○
助
成
内
容

・
補
助
率　

２
／
３
（
限
度
額
80
万
円
）

・
募
集
期
間　

随
時

（
予
算
の
範
囲
内
で
の
助
成
と
な
り
ま
す
）

◆
販
路
拡
大（
展
示
会
出
展
）支
援
事
業

　

区
内
中
小
企
業
が
、
一
般
に
公
開
し
て

開
催
さ
れ
る
国
内
外
の
各
種
展
示
会
に
、

販
路
拡
大
の
た
め
に
自
社
の
工
業
製
品
・

技
術
品
を
出
展
す
る
場
合
、
展
示
料
（
小

間
料
）
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。
審
査
に

よ
り
交
付
決
定
し
ま
す
。

○
助
成
対
象

　

区
内
に
主
た
る
事
業
所
を
有
す
る
中
小

企
業
の
事
業
者
、
異
業
種
交
流
グ
ル
ー
プ

及
び
業
種
組
合
が
展
示
会
に
出
展
す
る
場

合
の
展
示
料

○
対
象
と
な
る
展
示
会

・
前
期　

４
月
か
ら
９
月
ま
で
に
開
催

　
　
　
　

さ
れ
る
国
内
外
の
展
示
会

・
後
期　

10
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
に

　
　
　
　

開
催
さ
れ
る
国
内
外
の
展
示
会

○
助
成
内
容

・
補
助
率　

２
／
３

（
限
度
額
１
回
15
万
円
、年
度
内
２
回
ま
で
）

・
募
集
期
間

○
前
期　

４
月
～
６
月
ま
で

○
後
期　

９
月
～
11
月
ま
で

（
い
ず
れ
も
予
算
の
範
囲
内
で
の
助
成
と

な
り
ま
す
の
で
、
募
集
期
間
内
で
あ
っ
て

も
受
付
を
締
め
切
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
）

◆
経
営
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣
支
援
事
業

　

製
造
業
、
情
報
通
信
業
及
び
工
業
デ
ザ

イ
ン
設
計
業
な
ど
の
も
の
づ
く
り
に
か
か

わ
る
業
種
を
営
む
区
内
中
小
企
業
が
、
指

導
・
助
言
を
中
小
企
業
診
断
士
、
Ｉ
Ｔ
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
等
の
外
部
の
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
に
依
頼
す
る
場
合
、
か
か
る
費
用
の

一
部
を
助
成
し
ま
す
。
審
査
に
よ
り
交
付

決
定
し
ま
す
。

○
助
成
対
象

　

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣
（
コ
ン
サ
ル
テ
ィ

ン
グ
）
に
か
か
る
費
用

○
助
成
内
容

・
補
助
率　

２
／
３
（
限
度
額
10
万
円
）

・
募
集
期
間　

随
時

（
予
算
の
範
囲
内
で
の
助
成
と
な
り
ま
す
）

　
※
制
度
の
詳
し
い
内
容
や
申
し
込
み
は
、

左
記
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

目
黒
区
産
業
経
済
・
消
費
生
活
課

中
小
企
業
振
興
係
あ
て

〒
１
５
３
―
０
０
６
３

目
黒
区
目
黒
２
―
４
―
36

目
黒
区
民
セ
ン
タ
ー
内

電
話
（
３
７
１
１
）
１
１
３
４
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目黒区内中学生の作品    　　 税金を　納めて見守る　使い道 　　目黒区内中学生の作品    　　 税金を　払ってできる　助け合い 　　

公
益
社
団
法
人  

目
黒
法
人
会

第
５
支
部
の
地
域
と
活
動
紹
介
第
５
支
部
長

㈲
岡
村
工
務
店

岡　

村　
　

明

油
面
の
地
名
の
由
来

　

油
面
と
い
う
住
所
は
な
く
、
あ
く
ま
で

も
通
称
で
す
。

　

昔
。
油
面
の
地
域
で
は
広
く
菜
の
花
を

栽
培
し
て
お
り
、
菜
種
油
を
作
っ
て
い
た

そ
う
で
す
。
そ
の
油
を
寺
院
へ
献
納
し
て

い
た
こ
と
か
ら
税
を
免
除
さ
れ
て
い
て
、

油
で
罷
免
す
る
↓
油
免
↓
油
面
と
な
っ
た

そ
う
で
す
。

油
面
地
蔵
通
り
商
店
街
の
イ
ベ
ン
ト

　

油
面
の
商
店
街
で
は
、
昔
は
春
か
ら
秋

に
か
け
て
毎
月
３
日
、
13
日
、
23
日
に
縁

日
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
に
ぎ
わ

い
を
少
し
で
も
復
活
さ
せ
よ
う
と
の
思
い

か
ら
、
左
記
の
イ
ベ
ン
ト
が
お
こ
な
わ
れ

て
い
ま
す
。
菜な
た
ね
さ
い

種
祭
に
お
い
て
は
、
模
擬

店
、
ワ
ゴ
ン
セ
ー
ル
、
ダ
ー
ツ
な
ど
の
ゲ
ー

ム
も
あ
り
、
毎
年
２
０
０
０
人
く
ら
い
の

人
々
が
イ
ベ
ン
ト
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
。

　

２
月
３
日　

油
面
高
地
蔵
尊
節
分
供
養

　

７
月
３
日　

油
面
高
地
蔵
尊
夏
祭
り

　

８
月
３
日　

油
面
夏
の
ミ
ニ
縁
日
祭
り

　

11
月
３
日　

菜
種
祭

油あ
ぶ
ら
め
ん
み
ず
か
け
み
こ
し

面
水
掛
神
輿

　

例
年
、
９
月
９
日
に
近
い
土
・
日
曜
日

に
行
わ
れ
る
大
鳥
神
社
の
例
大
祭
で
、
大

塚
山
油
面
に
お
い
て
夕
暮
れ
か
ら
夜
に
か

け
「
水
掛
神
輿
の
渡
御
巡
行
」
が
行
わ
れ
、

油
面
地
蔵
通
り
商
店
街
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら

か
ら
お
神
輿
に
向
け
て
水
が
飛
び
交
い
、

大
勢
の
人
々
で
賑
わ
い
ま
す
。
60
～
70
か

所
に
用
意
さ
れ
た
大
き
な
樽
に
い
っ
ぱ
い

の
水
が
た
め
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
お
神

輿
に
掛
け
る
の
で
す
か
ら
、
担
ぎ
手
は
ず

ぶ
濡
れ
で
す
。
掛
け
る
方
も
掛
け
ら
れ
る

方
も
縁
起
の
良
い
水
と
し
て
大
事
に
水
を

使
っ
て
い
ま
す
。

油あ
ぶ
ら
め
ん
た
か
じ
ぞ
う
そ
ん

面
高
地
蔵
尊

　

油
面
地
蔵
通
り
商
店
街
の
中
ほ
ど
か
ら

少
し
目
黒
通
り
寄
り
に
「
油
面
高
地
蔵
尊
」

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
お
地
蔵
さ
ん
は
別
名

「
子
育
て
地
蔵
」
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、

地
元
の
人
以
外
の
方
も
多
く
お
参
り
に
見

え
ま
す
。

救
命
救
急
時
の
応
急
手
当
に
つ
い
て

　

第
５
支
部
で
は
公
益
事
業
と
し
て
年
間

４
～
５
回
に
わ
た
り
「
応
急
救
命
技
術
者

講
習
会
」
を
行
っ
て
い
ま
す
、
今
ま
で
に

た
く
さ
ん
の
方
々
が
参
加
さ
れ
、
「
救
命

技
能
認
定
証
」
を
東
京
消
防
庁
か
ら
交
付

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

油
面
地
蔵
通
り
商
店
街
で
は
各
店
が
積

極
的
に
普
通
救
命
資
格
を
取
得
し
て
お
り
、

毎
年
11
月
23
日
に
は
本
格
的
な
発
災
対
応

型
防
災
訓
練
が
行
わ
れ
、
地
域
に
役
立
つ

商
店
街
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　

大
災
害
に
つ
い
て
は
、
い
つ
来
て
も
お
か

し
く
な
い
と
危
惧
さ
れ
ま
す
が
、
災
害
等
に

関
わ
ら
ず
、
い
ざ
と
い
う
時
の
た
め
に
、
応

急
手
当
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
身
に
付
け
、
ま
ず
は

自
ら
の
身
を
守
り
（
自
助
）
、
そ
し
て
互
い

に
助
け
合
う
「
共
助
」
の
気
持
ち
を
大
事
に

し
た
い
も
の
で
す
。
応
急
手
当
て
を
憶
え
て

お
け
ば
、
日
常
生
活
の
中
で
も
い
ざ
と
い
う

と
き
に
は
手
当
が
可
能
で
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
定
期
的
に
講
習
会
を
開
催

い
た
し
ま
す
の
で
、
ご
参
加
い
た
だ
け
れ

ば
幸
い
で
す
。

　

ま
た
、
救
命
技
能
を
維
持
向
上
さ
せ
る

た
め
に
は
、
定
期
的
な
講
習
が
必
要
で
す

の
で
、
３
年
以
内
に
再
講
習
を
受
講
す
る

こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

応
急
手
当
講
習
会
予
定
表

４
月
19
日　
普
通
救
命
講
習　
３
時
間

７
月
５
日　
普
通
救
命
講
習　
３
時
間

10
月
11
日　
救
命
手
当
訓
練
講
習
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
．
５
時
間

11
月
８
日　
普
通
救
命
講
習　
３
時
間

２
月
７
日　
上
級
救
命
講
習　
８
時
間

普
通
救
命　
午
後
５
時
開
始

訓
練
講
習　
午
後
５
時
開
始

上
級
救
命　
午
前
９
時
開
始

場
所
は
い
ず
れ
も
目
黒
消
防
署
４
階
で
す
。

問
合
せ
等
は
目
黒
法
人
会
事
務
局
へ

電
話
０
３
・
３
７
１
２
・
９
５
８
８

応急救命技術者講習会の様子
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Ｂ
Ｃ
Ｐ
と
は

　

東
日
本
大
震
災
を
機
に
、
事
業
継
続
計

画
（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
）
へ
の
注
目
が
高
ま
っ
て
い

る
。
Ｂ
Ｃ
Ｐ
に
取
り
組
む
本
来
の
理
由
・

目
的
は
「
有
事
に
適
切
に
事
業
継
続
で
き

る
対
応
能
力
を
高
め
る
こ
と
」
で
あ
る
た

め
、
自
社
に
と
っ
て
の
重
要
な
リ
ス
ク
を

洗
い
出
し
、
リ
ス
ク
を
予
防
・
低
減
す
る

策
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
リ
ス
ク
が
顕
在

化
し
た
際
の
行
動
手
順
や
代
替
策
を
作
り

備
え
る
こ
と
に
あ
る
。
Ｂ
Ｃ
Ｐ
の
真
の
目

的
は
「
会
社
の
資
産
（
ま
ず
は
人
命
）
を

守
る
こ
と
」
と
「
事
業
を
継
続
す
る
こ
と
」

で
あ
る
。

何
故
﹆
今
﹆
Ｂ
Ｃ
Ｐ
が
必
要
か

　

大
災
害
等
が
発
生
し
た
時
に
、
事
業
の

再
開
ま
で
に
か
か
る
時
間
が
あ
ま
り
に
か

か
っ
て
し
ま
う
と
、
重
要
な
顧
客
や
仕
入

れ
元
ま
で
も
が
離
れ
て
し
ま
い
、
再
開
に

こ
ぎ
つ
け
た
と
し
て
も
、
不
利
は
否
め
な

い
。
一
方
、
Ｂ
Ｃ
Ｐ
を
利
用
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
早
く
か
ら
の
事
業
再
開
が
可
能
な

と
こ
ろ
に
は
、
そ
れ
を
売
り
と
し
て
新
規

の
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
特
に
大
手
企
業
は
Ｂ
Ｃ
Ｐ
を
取
り
入

れ
て
災
害
等
の
リ
ス
ク
に
強
い
取
引
相
手

を
求
め
て
い
る
た
め
、
Ｂ
Ｃ
Ｐ
は
「
整
備

す
べ
き
か
ど
う
か
」
を
問
う
べ
き
時
か
ら
、

会
社
の
「
経
営
戦
略
と
し
て
ど
こ
ま
で
ど

う
や
る
か
」
が
問
題
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

　

Ｂ
Ｃ
Ｐ
の
策
定
は
、
災
害
緊
急
対
応
・

危
機
対
応
計
画
・
事
業
継
続
計
画
の
３
つ

の
フ
ェ
ー
ズ
に
分
け
て
行
う
が
、
「
小
さ

な
会
社
」
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
そ
れ
ぞ

れ
、
全
社
員
向
け
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
、
緊
急

連
絡
先
一
覧
、
緊
急
時
業
務
手
順
の
作
成

に
代
え
て
、
最
小
限
の
Ｂ
Ｃ
Ｐ
を
準
備
し

て
は
い
か
が
だ
ろ
う
。

Ｂ
Ｃ
Ｐ
の
三
種
の
神
器

①
全
社
員
向
け
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
の
作
成

（
初
動
対
応
課
題
一
覧
表
）

　

緊
急
事
態
に
お
い
て
、
社
員
の
行
動
指

針
と
な
る
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
を
作
る
。

　

誰
に
ま
ず
連
絡
す
る
の
か
？　

電
話
が

つ
な
が
ら
な
い
時
は
ど
う
す
る
の
か
？
外

出
先
で
は
ど
う
す
る
の
か
、
な
ど
の
課
題

を
洗
い
出
し
、
対
応
手
段
を
あ
げ
、
そ
の

責
任
者
を
決
め
、
課
題
解
決
の
予
定
日
を

決
め
る
。

　

被
災
時
の
適
切
な
行
動
を
促
し
、
二
次

災
害
を
回
避
す
る
。

　

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
の
内
容
は
常
に
見
直
さ

れ
変
わ
っ
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
ま
た
身

に
つ
け
て
お
く
べ
き
も
の
な
の
で
、
小
さ

く
折
り
た
た
み
が
で
き
る
か
、
ま
た
は
名

刺
サ
イ
ズ
の
小
冊
子
く
ら
い
の
大
き
さ
が

よ
い
。

②
緊
急
連
絡
先
一
覧
の
作
成

　

緊
急
事
態
に
お
い
て
関
係
者
に
迅
速
に

連
絡
を
取
る
た
め
の
「
緊
急
連
絡
先
一
覧
」

を
つ
く
る
。

　

誰
が
、
い
つ
ま
で
に
、
何
を
、
ど
う
す

る
か
な
ど
、
顧
客
へ
の
報
告
内
容
も
明
確

に
し
て
お
く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

　

ま
た
、
緊
急
連
絡
先
一
覧
を
複
数
の
場

所
に
保
管
す
る
。

③
緊
急
時
業
務
手
順
の
作
成

　

重
要
業
務
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
整
備
し
て

お
く
。
災
害
時
に
こ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
見

て
、
担
当
者
不
在
で
も
一
応
の
作
業
が
で

き
る
状
態
に
し
て
お
く
。

　

こ
れ
に
よ
り
重
要
業
務
が
停
止
す
る
リ

ス
ク
が
低
減
さ
れ
る
。

目黒区内中学生の作品    　　 納税で　未来へ翔く　国づくり 　　

事
業
継
続
計
画
（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
）
セ
ミ
ナ
ー
（
要
旨
）

大
災
害
に
負
け
な
い
！ 

中
小
企
業
の
生
き
残
り
プ
ラ
ン

ニ
ュ
ー
ト
ン
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
㈱

代
表
取
締
役　

副
島		

一
也　
氏

例 1　ポケットハンドブックを作ろう
1.  内容には課題として抽出したものの詳細を記入
2.「対応内容」には今後の対応について記入
3.「責任者」「予定日」には該当する内容を記入

課題 内容 対応内容 責任者 予定日 備考

①
災害時の基本方
針が決まってい
ない

基本方針が明確
でない

・従業員の安全確保
・信用力向上 社長 －

自社を取り
巻く関係先
も考慮

② 身の安全確保が
できていない

身の安全を守る
行動が認識され
ていない

・ヘルメットや鞄で
頭を守る

・机の下に避難する
全従業員 －

③
外出中の行動
ルールが決まっ
ていない

外出時にどう行
動してよいか不
明確

・身の安全の確保
・情報収集
・会社へ安全報告

全従業員 －

④

就業時間外に発
災した場合の出
社基準が決まっ
ていない

従業員が自発的
に判断できない

原則自宅待機、必要
な場合は会社から出
社指示

総務部長 －

例 2 緊急時業務手順をつくろう「特定の個人に依存している重要業務対応一覧」
1.「業務内容」には業務の概要を記入。
2.「対応内容」には代替担当者の対応について記入。
3.「必要な経営資源」については該当業務で利用する経営資源（人、モノ、金、情報、サプライヤーなど）を記入

重要
業務 業務内容 現

担当者
代替

担当者
目標

復旧時間 対応内容 必要な経営資源 備考

① 給与
支払い

従業員の給与
計算と支払い A さん B さん 2 日以内

・従業員ごとの就業時間を集計し給与計算
・従業員の経費集計、控除の計算
・給与システムに集計結果を入力
・給与明細作成
・給与明細に基づき、インターネットバンキ

ングで支払い

・給与システム、PC、プリンター
・給与明細書
・従業員の勤怠
・経費情報
・給与計算マニュアル

日頃から B さんでも対応
可能にしておく。また、
B さんがインターネット
バンキングを利用できる
ようにしておく

② 発注
業務

不足している
材料・商品を
仕入れ先に発
注

C さん D さん 3 日以内

・在庫数量を確認し、1 週間分に満たなけれ
ば発注

・発注伝票を作成
・発注伝票を仕入先に FAX で連絡

・販売管理システム、PC、
　プリンター
・発注伝票
・仕入先情報
・発注マニュアル

日頃から D さんでも対応
可能にしておく

③ 支払
業務

支払先へイン
ターネットバ
ンキングを利
用して入金

E さん F さん 1 週間
以内

・請求書の内容を確認し、支払伝票作成
・支払伝票に基づき、インターネットバンキ

ングで支払う

・請求書
・インターネットバンキング（PC）、
　インターネット
・支払伝票
・支払マニュアル

F さんがインターネット
バンキングを利用できる
ようにしておく

目黒区内中学生の作品    　　 税金で　笑顔づくりと　街づくり 　　
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はじめまして新入会員です
第 13支部第 13支部

第 7支部第 6支部

株式会社Ａｖｏｌｖｅ（エヴォルヴ）
美容室

Ａｖｏｌｖｅの語源は evolution（エヴォリューショ
ン）進化。発展の意味の通り、従来の美容業から常
に新しい発展を続けながら、お客様により良いサー
ビスと技術を提供していきたいと営業しています。
東京都目黒区東が丘２－１４－４－１Ｆ
Tel :03-5433-3629
Fax:03-5433-4251
メール :avolve.info@gmail.com
URL:www.avolve.jp
代表取締役社長　中里　寛

株式会社フローク・アドバイザリー
不動産鑑定業・不動産コンサルティング

（借地借家、投資、相続）
立退きや地代、家賃の疑問に答えるとともに、得する
不動産相続の方法を紹介いたします。
港区赤坂 2-17-22 赤坂ﾂｲﾝﾀﾜｰ東館 17 階
目黒区東が丘 2-9-1（城南オフィス）
Tel :03-3584-7708
Fax:03-3584-7709
メール :froque-advisory@froque.co.jp
URL:http://www.froque.co.jp/
代表取締役　成田　隆一

エーアイエムサービス株式会社
保険代理業（生命保険・損害保険）

私たちは保険代理業を通じ、お客様の立場にたった最
適な保険プランをご提案いたします。

〒 153-0063　目黒区目黒 2-9-6 バナナタワー６Ｆ
Tel :03-5745-5673
Fax:03-5745-5675
メール：info@aim-sv.jp
代表取締役　安藤　博章

NPO 法人日本文化武道研究所
武道の教授、日本文化の研究

独自の発展を遂げてきた日本文化。中でも武道は我々
が誇るべき伝統文化であり、世界的に広く知られて
います。しかし近年のスポーツ化で、本来の武道の
教えや精神文化が失われる中、それらを研究し正し
く受け継いでいくことを目的としています。
〒 153-0061 目黒区中目黒 5-20-4
Tel :03-6864-2250
Fax:03-6864-2251
メール：info@ijcm.or.jp
URL:http://www.ijcm.or.jp
代表者　高津　庸

HAIRSALON

平成 24 年度社会貢献事業ご協力企業
（平成 24 年４月～ 25 年３月）

使用済切手・テレフォンカード、書き損じはがき等回収で協力いただいた方々

会　社　名 会　社　名 会　社　名

㈲相原ビル 工藤　鎮夫 ㈲パンネットジャパン

㈱アクト綜研 京浜商工㈱ ㈱飛竜企画

㈱アサヒ電機製作所 三協㈱ ㈱フィール・アド

㈱旭ネームプレート製作所 ㈲鈴木瓦店 深谷興業㈱

㈱石福 ㈱太進工業 堀井商事㈱

㈲印南製作所 コモラーナ㈱ ㈱マミー

㈲漆原商店 高橋建設㈱ 向原住区センター

㈲喜久屋鷲塚酒店 ㈱ＴＩＰライフサポート ㈱メブキハウス

㈱北川商会 ㈲ティ．エム．ワイ 宗教法人  祐天寺

協栄興業㈱ 東横商事㈱ 渡辺印刷㈱

㈲久保ビル ㈲西山商店

㈱グランリーブル ㈲バイタスジャパン

　上記以外、事務局に匿名でご寄付いただいた方々にも感謝いたします。	 	 	 	
　法人会では使用済切手・テレフォンカード、書き損じはがき、ベルマークを集めています。少量でも構いません、つ
いでのときに事務局にお持ち下さい。使用済み切手等は目黒区社会福祉協議会のめぐろボランティア・区民活動センター
に集められ、区内のボランティアグループや老人クラブの手で整理され、専門業者により換金されます。	

目黒区内中学生の作品    　　 税金で　笑顔づくりと　街づくり 　　
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目黒区内中学生の作品    　　 税金が　支える未来　良い暮らし 　　

	

自
己
紹
介　

　

私
は
昨
年
４
月
に
東
京
工
業
大
学
（
東

工
大
）
の
研
究
生
と
し
て
マ
カ
オ
か
ら
来

ま
し
た
黄ウ

ォ
ン　

遠ユ
ン
ホ
ン雄
で
す
。
９
月
か
ら
博
士

課
程
に
進
学
し
て
東
工
大
の
大
学
院
生
に

な
り
ま
し
た
。
私
の
研
究
テ
ー
マ
は
太
陽

風
に
よ
る
宇
宙
プ
ラ
ズ
マ
環
境
及
び
惑
星

の
磁
場
と
の
相
互
作
用
で
す
。
分
か
り
易

く
言
い
ま
す
と
、
地
球
上
で
見
え
る
現
象

の
一
つ
と
し
て
オ
ー
ロ
ラ
が
あ
り
ま
す
。

マ
カ
オ
に
つ
い
て

　

私
の
ホ
ー
ム
タ
ウ
ン
、
マ
カ
オ
は
近
年

カ
ジ
ノ
と
観
光
で
有
名
で
す
が
、
マ
カ
オ

は
五
百
年
以
上
前
か
ら
東
西
文
化
の
架

け
橋
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
１
５
０
６
年

か
ら
ポ
ル
ト
ガ
ル
は
マ
カ
オ
を
通
じ
て
中

国
（
明
）
や
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
と
交
易
を

開
始
し
ま
し
た
。
１
５
３
４
年
か
ら
ポ
ル

ト
ガ
ル
人
は
マ
カ
オ
に
居
留
を
始
め
、

１
５
５
７
年
に
中
国
（
明
、
そ
の
後
の
清

も
）
か
ら
賃
貸
の
形
で
居
留
権
を
得
ま
し

た
。
そ
し
て
そ
の
後
の
数
百
年
間
、
ポ
ル

ト
ガ
ル
は
マ
カ
オ
を
中
国
、
日
本
、
東
南

ア
ジ
ア
、
メ
キ
シ
コ
と
の
貿
易
の
要
地
と

し
て
い
ま
し
た
。
海
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と

し
て
貿
易
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
火

縄
銃
を
含
む
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
商
品
も
こ
の

航
路
を
通
じ
て
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
ま
し

た
。
一
方
、
日
本
の
銀
や
漆
器
な
ど
が
世

界
各
地
に
輸
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

同
時
に
キ
リ
ス
ト
教
（
イ
エ
ズ
ス
会
）

は
マ
カ
オ
を
中
国
・
日
本
・
東
南
ア
ジ
ア

諸
国
で
の
布
教
活
動
の
拠
点
に
し
ま
し

た
。
１
５
７
６
年
マ
カ
オ
教
区
成
立
か
ら

１
５
８
８
年
初
め
て
の
日
本
の
教
区
成
立

ま
で
、
中
国
・
日
本
・
ベ
ト
ナ
ム
の
キ
リ

ス
ト
教
の
事
務
を
マ
カ
オ
教
区
が
担
当
し

ま
し
た
。
そ
の
た
め
次
々
と
ポ
ル
ト
ガ
ル

の
宣
教
師
が
マ
カ
オ
に
移
住
し
ま
し
た
の

で
、
東
洋
と
西
洋
の
文
化
や
知
識
の
大
き

な
交
流
が
こ
れ
を
機
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
歴
史
が
あ
る
為
、
マ
カ
オ

に
は
中
国
の
寺
と
と
も
に
、
ポ
ル
ト
ガ
ル

の
建
物
や
教
会
が
と
て
も
多
く
あ
り
ま
す
。

そ
の
中
で
一
番
有
名
な
の
は
世
界
遺
産
で

も
あ
る
、
今
の
マ
カ
オ
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク

で
あ
る
「
聖
ポ
ー
ル
天
主
堂
跡
」
で
す
。

　

１
８
８
７
年
の
ア
ヘ
ン
戦
争
後
、
ポ
ル

ト
ガ
ル
は
マ
カ
オ
を
占
領
し
ま
し
た
が
、

１
９
９
９
年
12
月
20
日
に
マ
カ
オ
は
中
華

人
民
共
和
国
へ
返
還
さ
れ
、
中
国
の
特
別

行
政
区
の
一
つ
に
な
り
ま
し
た
。
マ
カ
オ

は
「
一
国
両
制
」
の
方
針
で
マ
カ
オ
政
府

自
身
の
法
律
を
使
用
し
ま
す
。
そ
の
為
中

国
本
土
よ
り
自
由
な
生
活
が
出
来
ま
す
。

中
国
と
西
洋
の
両
方
の
祝
日
が
あ
り
、
春

節
も
ク
リ
ス
マ
ス
も
お
祝
い
の
イ
ベ
ン
ト

を
行
い
ま
す
。
毎
年
11
月
中
旬
に
は
自
動

車
レ
ー
ス
「
＊
Ｆ
３
世
界
一
決
定
戦
」
で
あ

る
マ
カ
オ
グ
ラ
ン
プ
リ
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

マ
カ
オ
の
住
居
表
示
は
広
東
語
と
ポ
ル

ト
ガ
ル
語
だ
け
で
英
語
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、
マ
カ
オ
を
観
光
す
る
時
は
事

前
に
行
き
た
い
場
所
の
表
示
を
漢
字
の
メ

モ
で
準
備
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

前
述
の
「
聖
ポ
ー
ル
天
主
堂
跡
」
な
ど
の

世
界
遺
産
は
中
心
街
に
あ
り
ま
す
が
、
近

所
は
歩
行
者
専
用
道
路
ば
か
り
で
、
ま
た

そ
も
そ
も
道
は
狭
く
て
車
が
入
り
づ
ら
い

た
め
バ
ス
で
行
き
つ
く
こ
と
は
な
か
な
か

大
変
で
す
が
、
徒
歩
で
行
く
こ
と
は
簡
単

で
す
。
そ
の
時
は
近
く
の
人
に
聞
く
と
便

利
で
す
（
マ
カ
オ
は
狭
い
道
が
多
く
、
Ｇ

Ｐ
Ｓ
を
利
用
し
て
も
正
確
な
居
場
所
を
捉

え
る
こ
と
が
出
来
な
い
場
合
が
し
ば
し
ば

あ
り
ま
す
）
。

＊
Ｆ
３
（
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
３) 

は
﹆
自
動
車
レ
ー
ス
の

１
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。
Ｆ
Ｉ
Ａ
が
定
義
す
る
フ
ォ
ー

ミ
ュ
ラ
カ
ー
（
オ
ー
プ
ン
ホ
イ
ー
ル
）
四
輪
レ
ー
ス
の

う
ち
﹆Ｇ
Ｐ
２
の
下
に
位
置
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。

マ
カ
オ
の
料
理

　

マ
カ
オ
に
は
広
東
料
理
と
ポ
ル
ト
ガ
ル

料
理
や
そ
れ
以
外
の
も
の
を
ミ
ッ
ク
ス
し

た
マ
カ
オ
料
理
が
あ
り
ま
す
。
東
と
西
の

料
理
を
融
合
さ
せ
た
そ
の
独
特
な
美
味
し

さ
は
近
年
名
を
上
げ
、
そ
の
一
つ
の
ポ
ル

ト
ガ
ル
式
エ
ッ
グ
タ
ル
ト
は
日
本
で
も
発

売
さ
れ
ま
し
た
。
ぜ
ひ
、
マ
カ
オ
に
行
き
、

他
の
マ
カ
オ
料
理
も
試
し
て
下
さ
い
。

留
学
生
の

　
お
国
紹
介

東京工業大学留学生
黄　遠雄（ウォン ユンホン）
マカオ

ポルトガルチキン

聖ポール天主堂跡

目黒区内中学生の作品    　　 税金は　未来を作る　心の絆 　　
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相続税・贈与税の改正内容 税理士  四
よ も

方　茂

目黒区内中学生の作品    　　 税金は　未来を作る　心の絆 　　

　今回の改正内容によれば、相続税については、基礎控除の引き下げや最高税率の引き上げ、税率構造の細分化等によっ
て相当な増税が予測されるのに対し、贈与税については贈与対象が拡大され、生前に贈与しやすい環境に配慮されてい
ます。
１．相続税
　今回の税制改正大綱によると、相続税の改正においては、税率構造及び課税ベースが細分化されていて、相続税は相
当な増税が予想されます。

（表１）相続税の税率構造	 	 	 	 	
改正前 改正案

１千万円以下の金額 10% 同左
３千万円以下の金額 15% 同左
５千万円以下の金額 20% 同左
１億円以下の金額 30% 同左
３億円以下の金額 40% 2 億円以下の金額 40%

3 億円以下の金額 45%
３億円超の金額 50% 6 億円以下の金額 50%

6 億円超の金額 55%
（表２）相続税の基礎控除	 	 	 	 	

改正前 改正案
定額控除 5 千万円 3 千万円
法定相続人比例控除 1 千万円に法定相続人数を乗じた金額 6 百万円に法定相続人数を乗じた金額

　税率構造については、相続財産 2億円超の部分については税率構造を細分化されるとともに 6億円超の部分について
55%の税率が適用されることになります。
　また、主要な増税要因として、課税対象となる相続財産から差し引かれる「基礎控除」の縮小が挙げられます。
平成 27年 1月以降の相続に際しては「3,000 万円＋ 600 万円 ×法定相続人数」
（改正前：5,000 万円＋ 1,000 万円×法定相続人数）と 4割縮減されます。
　この基礎控除の縮小により、改正前には 100 人亡くなると相続税の生じるケースが 4人強だったのが 6人程度に増え
ることが予想されます。
　こうした急激な負担増を緩和するため、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」について
の見直しが行われ、個人が住居として使用していた一定の土地については 330 ㎡（改正前 240 ㎡）まで評価額を 80％
減額する措置が講じられることになります。

２．贈与税
　相続税の補完税としての贈与税については、贈与しやすい内容となっています。

（表３）贈与税の税率構造（相続時に精算課税制度の対象とならない贈与財産にかかるもの）
① 20 歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産にかかる贈与税	 	 	 	 	

改正前 改正案
２百万円以下の金額 10% 同左
３百万円以下の金額 15% 4 百万円以下の金額 15%
４百万円以下の金額 20% 6 百万円以下の金額 20%
６百万円以下の金額 30% 1 千万円以下の金額 30%
１千万円以下の金額 40% 1 千 5 百万円以下の金額 40%

１千万円超の金額 50%
3 千万円以下の金額 45%
4 千 5 百万円以下の金額 50%
4 千 5 百万円超の金額 55%

②上記以外の贈与財産にかかる贈与税	 	 	 	 	
改正前 改正案

２百万円以下の金額 10% 同左
３百万円以下の金額 15% 同左
４百万円以下の金額 20% 同左
６百万円以下の金額 30% 同左
１千万円以下の金額 40% 同左

１千万円超の金額 50%
1 千 5 百万円以下の金額 45%
3 千万円以下の金額 50%
3 千万円超の金額 55%

　贈与税については、相続税と同様最高税率が 55%（改正前 50%）に引き上げられていますが、20 歳以上の者が直系
尊属からの贈与については、改正前の税率の適用される財産額の区分が緩和され、税負担の軽減が図られています。
　それ以外の贈与の場合についても、1千万円超の贈与財産についての税率区分が細分化されています。
　相続時精算課税制度の適用要件についても、以下の緩和措置が講じられています。
ⅰ　受贈者の範囲に 20歳以上の孫が追加されます。
ⅱ　贈与者の年齢要件が 60歳以上 ( 改定前 65歳以上）になります。
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       セミナー・講演会・イベント・相談会参加申込書（コピーしてお使いください）
参加行事名 開催月日 参加者ご芳名 ご役職名・その他

お申込会社名 : TEL FAX

お申込会社住所 : E-mail:

※左記以外にも、各種講演会・セミナー・勉強会などを企画・開催しておりますのでお問合せください
※セミナー・講演会・イベント等の参加、経営、税務、労務等の相談などのお問合せ、お申込みは　
　公益社団法人目黒法人会事務局宛お願いします。  
　ＦＡＸ：３７１２−８８２９  TEL：３７１２−９５８８  E メールアドレス：mg_info@tohoren.or.jp

（他会会員の方、会員以外に一般の方のご参加をお待ちしています）

目黒区内中学生の作品    　　 税金が　よりよい明日を　創りだす 　　

実務に役立つ経理
・法人税セミナー
シリーズ３回目

（誰でも参加自由）

5 月 22 日㈬ 14 時～ 目黒法人会館
2 階会議室

・商品売買（三分法による処理、掛売りによる売
買、返品・値引き、総勘定元帳と売掛金元帳・
買掛金元帳、商品有高帳）についての経理処理。

・法人税法上の交際費の規定にもとづき、会議費、
広告宣伝費、福利厚生費との区分等の理解。

経営支援講座
経営に強い経営者

養成講座（２回目）
（誰でも参加自由）

5 月 24 日㈮ 14 時～
（誰でも参加自由）

目黒法人会館
2 階会議室

・「利益管理」のコツを掴む
「経営シミュレーションゲーム」で売上と費用
の関係性や不測の事態が経営に与える影響を体
感してもらいます。

実務に役立つ経理
・法人税セミナー
シリーズ４回目

（誰でも参加自由）

5 月 29 日㈬ 14 時～ 目黒法人会館
2 階会議室

・当座預金取引（当座預金の受払い、当座繰越等）
について。

・法人税法の規定に基づいた役員給与の支給の仕
方（定期同額給与、事前確定届出給与、利益連
動給与）と役員・会社間取引についての注意点

実務に役立つ経理
・法人税セミナー
シリーズ５回目

（誰でも参加自由）

6 月 5 日㈬ 14 時～ 目黒法人会館
2 階会議室

・受取手形・為替手形取引（裏書、割引等）その
他の取引（未収金、未払金、仮払金・借受金、
前払金・前受金等）について。

・法人税法に基づいた資産を購入またはリースし
た場合の処理、原価償却する場合の処理方法等
の理解。

実務に役立つ経理
・法人税セミナー
シリーズ６回目

（誰でも参加自由）

6 月 12 日㈬ 14 時～ 目黒法人会館
2 階会議室

・試算表の作成（合計、残高、合計・残高試算表
の作成等）についての理解。

・法人税法に基づいた会社分割、子会社・関連会
社にかかる取引等の規定（従業員の転籍、交際
費、引当金等）の理解。

第３回通常総会 6 月 18 日㈫ 16 時 30 分～ 目黒雅叙園 公益社団法人第３回通常総会

実務に役立つ経理
・法人税セミナー
シリーズ７回目

（誰でも参加自由）

6 月 19 日㈬ 14 時～ 目黒法人会館
2 階会議室

・決算の手続き（決算整理、精算表の作成、有価
証券の評価替え等）について。

・法人税法に基づく決算に際しての社会保険料や
給与等の未払費用の処理、保有債権の評価及び
貸倒処理、その他各種評価損の計上、保険等の
取扱い等の理解。

実務に役立つ経理
・法人税セミナー
シリーズ８回目

（誰でも参加自由）

6 月 26 日㈬ 14 時～ 目黒法人会館
2 階会議室

・決算の手続き（一時の損金処理、資産計上の場
合、売上総利益・売上原価）について。

・税務申告に際しての注意事項（申告税額の過不
足が生じた場合の修正申告、再生の請求等）、
税務調査に対しての心構え等（備え付けの書類
等）の理解。

普通救命技術者
資格講習会 7 月 5 日㈮ 17 時～ 目黒消防署

4 階

救急処置法を楽しく知るとともに、大事な人命を
救うために所定のカリキュラムを受講するとＡＥ
Ｄ（自動体外式除細動器）の操作、心肺蘇生法な
どを含めた「普通救命技術者資格」が取得できま
す。
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目黒区内中学生の作品    　　 幸せが　税のおかげで　また一つ 　　

公益社団法人 目黒法人会イベント情報
（どなたでも参加できます。お待ちしております。）

公益社団法人 目黒法人会では、各種セミナー・講演会・説明会を開催致しております。  毎週水曜日は「研修の日」とし、
下記以外にも随時開催しておりますので、公益社団法人 目黒法人会事務局（TEL：３７１２−９５８８）までお問合せく
ださい。
最新のイベント情報は、当会のホームページ（http://www.tohoren.or.jp/meguro/）をご覧ください。

行     事 日      時 会       場 内             容

 人  事  労  務
相  談  室

（誰でも参加自由）

相談予約は
法人会事務局へ

 （TEL 3712-9588）

法人会館
もしくは申込会社

人事労務の諸問題を事業経営のなかでいかに解決
するか等相談コーナー
・人事・労務・賃金全般
・社会・労働保険全般
 （厚生年金、健康保険、労働保険など）
・経営・金融など相談全般

インターネットセミナー
ご不明の場合は
法人会事務局へ

 （TEL 3712-9588）

ご使用の
パソコンから

　アクセス下さい

・目黒法人会のホームページから無料で
   セミナーがご覧いただけます
　（http//www.tohoren.or.jp/meguro/）
・会員以外の方もセミナーが無料で受講できます

新設法人説明会
（誰でも参加自由）

 4 月 18 日㈭ 13 時 30 分

目黒税務署

新設法人対象（会員不問）税知識、会社設立に伴
う税務手続きを親切に解説します。
（ホームページの「新設法人企業経営者の皆様
へ」をご覧下さい）

 6 月 20 日㈭ 13 時 30 分
 8 月 23 日㈮ 13 時 30 分
10 月 22 日㈫ 13 時 30 分
12 月　2 日㈪ 13 時 30 分

決算法人説明会
（誰でも参加自由）

4 月 23 日㈫ 14 時

目黒税務署
決算期を迎える法人対象（会員不問）
主に決算・申告の実務、法人税、消費税、印紙税、
源泉所得税等を解説します。

　5 月 28 日㈫ 14 時
　6 月 21 日㈮ 14 時
　7 月　5 日㈮ 14 時
　8 月 26 日㈪ 14 時
　9 月 19 日㈭ 14 時
10 月 15 日㈫ 14 時
11 月 21 日㈭ 14 時

普通救命技術者
資格講習会 4 月 19 日㈮ 17 時～ 目黒消防署

４階

救急処置法を楽しく知るとともに、大事な人命を
救うために所定のカリキュラムを受講するとＡＥ
Ｄ（自動体外式除細動器）の操作、心肺蘇生法な
どを含めた「普通救命技術者資格」が取得できま
す。

実務に役立つ経理
・法人税セミナー
シリーズ１回目

（誰でも参加自由）

5 月 8 日㈬ 14 時～ 目黒法人会館
２階会議室

・簿記の基礎として、その目的から財務諸表作成
までの概要。具体的な仕訳・転記の方法、試算
表の作成、簿記一巡の手続きについての説明

・法人税の概要（納税義務者、課税範囲、課税標
準、青色申告の特典等）

実務に役立つ経理
・法人税セミナー
シリーズ２回目

（誰でも参加自由）

5 月 15 日㈬ 14 時～ 目黒法人会館
２階会議室

・決算整理、勘定の締切りと貸借対照表、損益計
算書の作成。

・法人税法上の経済的利益と非課税（主として福
利厚生費）の取扱い、通勤手当等の諸手当、社
内融資、生命保険の取扱い等の理解。

経営支援講座
経営に強い経営者

養成講座（１回目）
（誰でも参加自由）

5 月 17 日㈮ 14 時～
（誰でも参加自由）

目黒法人会館
２階会議室

・「資金管理」のコツを掴む
「財務改善ゲーム」で会社の資金を動かし、決
算書や資金繰りのどのような影響が生じるかを
体感してもらいます。

ウィー・ラブ・目黒
・ランデブー

（目黒川一帯 清掃活動）
5 月 19 日㈰ 10 時 30 分～

中目黒公園集合
（山手通り、駒沢通
り、目黒通り周辺）

「中目黒公園」を中心に半径２km の半円に覆わ
れる目黒川の西側で、山手通り・駒沢通り・目黒
通り周辺などの清掃活動を実施します。
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編
集
後
記

　

法
人
会
の
広
報
誌
と
い
う
中
で
表
紙
は
春
を
意
識
し
て
み
ま
し
た
。
昨
年
の
春
号
は
目

黒
川
の
桜
を
表
紙
に
し
ま
し
た
が
、
今
号
は
目
黒
区
駒
場
に
あ
る
旧
前
田
公
爵
邸
と
桜
で

す
。
編
集
及
び
寄
稿
く
だ
さ
っ
た
皆
さ
ん
の
ご
協
力
で
予
定
通
り
完
成
す
る
こ
と
が
で
き

感
謝
い
た
し
ま
す
。

　

今
年
４
月
に
こ
の
駒
場
公
園
近
く
に
あ
る
首
都
高
大
橋
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
屋
上
に
空
中

庭
園
都
市
が
完
成
し
ま
す
。
公
園
は
排
気
ガ
ス
と
騒
音
対
策
と
し
て
屋
上
を
整
備
し
、
水

田
や
小
川
な
ど
昭
和
初
期
の
地
元
風
景
を
再
現
し
て
い
る
と
の
事
で
す
。 　
　

北
川 

善
雄

　

千
葉
県
に
「
日
本
エ
ア
ロ
ビ
ク
ス
セ
ン

タ
ー
」
と
い
う
施
設
が
あ
り
、
毎
年
目
黒

法
人
会
青
年
部
会
の
一
泊
研
修
を
こ
こ
で

行
っ
て
い
ま
す
。
（
今
年
は
３
月
９
～
10

日
に
行
い
ま
し
た
）
こ
の
施
設
は
国
内
外

の
ト
ッ
プ
ア
ス
リ
ー
ト
や
様
々
な
チ
ー
ム

（
プ
ロ
か
ら
小
学
生
ま
で
）
の
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
合
宿
を
始
め
、
学
校
や
企
業
の
研
修

等
に
も
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、

昨
年
ま
で
の
箱
根
駅
伝
で
「
山
の
神
」
と

呼
ば
れ
て
い
た
柏
原
竜
二
選
手
も
合
宿
中

で
、
滞
在
中
に
度
々
目
に
し
ま
し
た
。

　

こ
の
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
我
々
の
目

的
は
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
で
は
な
く
、 

己
の
体

力
を
知
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
平
衡
性
、

柔
軟
性
、
敏
捷
性
、
瞬
発
力
、
全
身
持
久

力
の
５
種
目
に
つ
い
て
体
力
測
定
を
行
い
、

そ
の
測
定
結
果
を
基
に
そ
れ
ぞ
れ
の
年
齢

に
応
じ
た
評
価
が
さ
れ
ま
す
。
そ
の
結
果

に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
り
、
昨
年
と
比
較

し
て
一
喜
一
憂
し
た
り
も
し
ま
す
。

　

健
康
診
断
は
健
康
の
維
持
や
疾
患
の
予

防
・
早
期
発
見
に
役
立
て
る
も
の
で
す
が
、

そ
も
そ
も
の
健
康
を
保
つ
ベ
ー
ス
と
な
る

も
の
は
や
は
り
体
力
で
す
。
総
て
に
お
い

て
の
資
本
と
な
る
自
身
の
身
体
つ
い
て
皆

さ
ん
も
も
っ
と
知
っ
て
み
て
は
い
か
が
で

す
か
？

折
田
清
一

切り取って、決算シールとしてお貼りください。

公益社団法人
目黒法人会会員

公益社団法人
目黒法人会会員

「
お
の
れ
の

　
　
体
力
を

　
　
　
知
ろ
う
」

目黒区内中学生の作品    　　 税金で　被災者救い　復興へ 　　

お問合せ・申込は公益社団法人目黒法人会事務局へ
Tel:3712-9588  Fax:3712-8829  E-mail: mg_fujie@tohoren.or.jp

◆ＷＥ ＬＯＶＥ ＭＥＧＵＲＯ
目黒川周辺清掃活動

日　時：平成２５年５月１９日（日）
　　　　午前１０時３０分～

コース：駒沢通りから田道広場へのコース
　　　 （予定）

※参加者を募集しています。参加を申し込まれ
た方々には、後ほど集合場所等をご連絡いた
します。

◆公益社団法人 目黒法人会
第３回通常総会

日　時：平成２５年６月１８日（火）
　　　　午後４時３０分開会

会　場：目黒雅叙園
　　　　目黒区下目黒１－９－１

　　　　℡３４９１－４１１１

◆第４８回「中目黒阿波踊り目黒法人会連」参加者募集
日　時：本番　平成２５年８月３日（土）　
　　　　　　　午後６時３０分より演技開始
　　　　練習　７月より開始予定

場　所：東急東横線中目黒駅周辺

※踊り手・楽器演奏へのご参加または運営等への
お手伝いをご希望の方は下記までご連絡ください。

これからの予定
皆様のご参加をお待ちしております
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